
　　13　客室

　　（1）客室及び客室に設ける便所
判 定

基 準

車椅子使用
者に配慮し
た客室の設
置

（客室の総数）　　　　　　　室
　
（設置数）　　　　　　　　　室

設置対象となる
施設は、床面積
が2,000㎡以上
の施設です。

（内のり寸法）　　　×　　　ｍ

（利用しやすいベッド）
　　　　　　　　　・有　　・無

（手すり）　　　　・有　　・無

（設置の有無）　　・有　　・無

（内のり寸法）　　　×　　　ｍ

（腰掛け便座） 　 ・有　　・無
（手すり）　　　  ・有　　・無
（洗面器）　　　  ・有　　・無

（内のり幅）　　　　　　　ｃｍ

（開閉方式）

（駆動方式）

（段の有無）　　　・有　　・無

（床仕上材）

（設置の有無）　　・有　　・無

（設置の有無）　　・有　　・無

（設置数）　　　　　　　　箇所

（設置数）　　　　　　　　箇所洗面器のある便所を設ける場合には、身体
障害者等が円滑に利用できる手すり付きの
洗面器のある便所を１以上設置

男子用小便器のある便所を設ける場合には
、手すり付きの床置式小便器又はこれと同
等のもののあるを１以上設置

車椅子使用者に
配慮した客室に
設けてくださ
い｡

便房の出入口の内のり幅80ｃｍ以上

便房の出入口の戸は、車椅子使用者が円滑
に開閉して通過できる構造

便房の出入口に車椅子使用者の通過に支障
となる段を設けない。

留 意 事 項設 計 内 容整 備 基 準

粗面又は滑りにくい床仕上材

施錠装置の緊急解除装置の設置

車椅子使用
者対応便房
等の構造

客室の総数が50以上ある宿泊施設には、車
椅子使用者に配慮した客室を客室の総数に
百分の一を乗じて得た数（その数に一未満
の数があるときは、その端数を切り上げた
数）以上設置

十分な床面積の確保

腰掛け便座、手すり及び洗面器等の設置

車椅子使用者対応便房の設置

客室の構造 十分な床面積の確保

利用しやすいベッド、手すりの設置等

使用者の有無を示す設備の設置
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